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特定小規模施設用自動火災報知設備の設置対象の追加

消防機関へ通報する火災報知設備の設置対象の追加

　1　消防法施行令別表第一の見直し

西日本防災システム
NISHINIHON BOHSAI SYSTEM Co., Ltd

http://www.nbs119.co.jp/ 弊社Top Pageへ

消防法施行令別表第一の見直し

　　　平成27年4月1日－西日本防災システム

主な改正項目

スプリンクラー設備の設置基準の見直し

スプリンクラー設備を設置することを要しない構造の見直し

自動火災報知設備の設置基準の見直し
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　2　スプリンクラー設備の設置基準の見直し 消防法施行令第12条第1項　関連

　　　平成27年4月1日－西日本防災システム

西日本防災システム
NISHINIHON BOHSAI SYSTEM Co., Ltd

http://www.nbs119.co.jp/ 弊社Top Pageへ
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特定認定調査項目

移乗

移動

危険の認識

支援が不要

支援が不要

支援が不要

　見守り等の支援が
必要
　見守り等の支援が
必要

説明の理解

移動・行動停止

不安定な行動

理解できる

支援が不要

支援が不要

理解できない

月に1回以上の支援
が必要
月に1回以上の支援
が必要

部分的な支援が必要

部分的な支援が必要

部分的な支援が必要

理解できているか判断できない

週に1回以上の支援が必要

NISHINIHON BOHSAI SYSTEM Co., Ltd

http://www.nbs119.co.jp/

　　　平成27年4月1日－西日本防災システム

西日本防災システム

週に1回以上の支援が必要

全面的な支援が必要

全面的な支援が必要

全面的な支援が必要

ほぼ毎日支援が必要

ほぼ毎日支援が必要

：欄に該当する者は　「介助が無ければ避難できない者」　となります。
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　3　スプリンクラー設備を設置することを要しない構造の見直し

消防法施行規則第12条の2　関連

西日本防災システム
NISHINIHON BOHSAI SYSTEM Co., Ltd

http://www.nbs119.co.jp/

　　　平成27年4月1日－西日本防災システム
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　4　自動火災報知設備の設置基準の見直し

消防法施行令第21条第1項　関連

弊社Top Pageへ

　　　平成27年4月1日－西日本防災システム

　5　特定小規模施設用自動火災報知設備の設置対象の追加

http://www.nbs119.co.jp/

西日本防災システム
NISHINIHON BOHSAI SYSTEM Co., Ltd
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西日本防災システム
NISHINIHON BOHSAI SYSTEM Co., Ltd

http://www.nbs119.co.jp/

　　　平成27年4月1日－西日本防災システム
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　6　消防機関へ通報する火災報知設備の連動義務化 消防法施行規則第2５条第3項第4号　関連

既存の防火対象物における経過措置

1　消防法施行令別表第一の改正に伴う経過措置

http://www.nbs119.co.jp/
http://www.nbs119.co.jp/
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　　　平成27年4月1日－西日本防災システム

西日本防災システム
NISHINIHON BOHSAI SYSTEM Co., Ltd

http://www.nbs119.co.jp/

2　消防法施行令第12条第1項（スプリンクラー設備の設置基準）、第21条第1項（自動火災報知設備の設置基準）及び消
防法施行規則第25条第三項（消防機関へ通報する火災報知設備の連動に関する基準）一の改正に伴う経過措置
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